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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成31年4月25日(2019.4.25)

【公開番号】特開2018-205731(P2018-205731A)
【公開日】平成30年12月27日(2018.12.27)
【年通号数】公開・登録公報2018-050
【出願番号】特願2018-103886(P2018-103886)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｂ  17/14     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/225    (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/232    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｂ   17/14     　　　　
   Ｈ０４Ｎ    5/225    １００　
   Ｈ０４Ｎ    5/232    ０３０　

【手続補正書】
【提出日】平成31年3月15日(2019.3.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像装置に取り外し可能に装着され、前記撮像装置と通信可能なアクセサリであって、
複数の電気接点が配列されたマウント部を有し、
　前記複数の電気接点は、
　前記撮像装置から電力の供給を受けるための第１の電気接点と、
　前記第１の電気接点のグラウンドレベルを定める第２の電気接点と、前記撮像装置と前
記アクセサリとの間でデータを送受信するための第３の電気接点と、
　前記第３の電気接点を用いた通信に関するタイミングを通知するための第４の電気接点
と、
を含み、
　前記第３の電気接点はＣＭＯＳタイプの入出力インターフェースに接続されており、
　前記第４の電気接点はオープンタイプの出力インターフェースに接続されており、
　前記マウント部において前記第４の電気接点は前記第２の電気接点の隣に配置されてお
り、前記第３の電気接点は前記第４の電気接点を挟んで前記第２の電気接点とは反対側に
配置されていることを特徴とするアクセサリ。
【請求項２】
　前記タイミングは、前記第４の電気接点を用いて伝達される信号によって通知されるこ
とを特徴とする請求項１に記載のアクセサリ。
【請求項３】
　前記第３の電気接点を用いた通信は、前記撮像装置に前記アクセサリを含む複数のアク
セサリが装着された状態において、前記複数のアクセサリの少なくとも１つと前記撮像装
置との間で行われる通信であることを特徴とする請求項１または２に記載のアクセサリ。
【請求項４】
　前記第３の電気接点を用いた通信は、前記複数のアクセサリと前記撮像装置のうちの１
つの装置が他の全ての装置に対してデータを送信するブロードキャスト通信であることを
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特徴とする請求項３に記載のアクセサリ。
【請求項５】
　前記タイミングは、前記ブロードキャスト通信を開始するタイミングを含むことを特徴
とする請求項４に記載のアクセサリ。
【請求項６】
　前記タイミングは、前記他の全ての装置においてデータの受信準備が完了したタイミン
グを含むことを特徴とする請求項４または５に記載のアクセサリ。
【請求項７】
　前記第３の電気接点を用いた通信は、前記アクセサリと前記撮像装置との間で行われる
Ｐ２Ｐ通信であることを特徴とする請求項３に記載のアクセサリ。
【請求項８】
　前記タイミングは、前記アクセサリと前記撮像装置のうち前記Ｐ２Ｐ通信でのデータ送
信側の装置においてデータの送信が完了したタイミングを含むことを特徴とする請求項７
に記載のアクセサリ。
【請求項９】
　前記タイミングは、前記アクセサリと前記撮像装置のうち前記Ｐ２Ｐ通信でのデータ受
信側の装置においてデータの受信準備が完了したタイミングを含むことを特徴とする請求
項７または８に記載のアクセサリ。
【請求項１０】
　前記マウント部に設けられ前記複数の電気接点を保持する接点保持部を有し、
　前記接点保持部には、互いに異なる数の電気接点を保持する二つの段が設けられている
ことを特徴とする請求項１乃至９のいずれか一項に記載のアクセサリ。
【請求項１１】
　前記第１の電気接点と、前記第２乃至第４の電気接点は、前記接点保持部において互い
に異なる段に保持されていることを特徴とする請求項１０に記載のアクセサリ。
【請求項１２】
　前記第１の電気接点を保持している段が保持する電気接点の数は、前記第２乃至第４の
電気接点を保持している段が保持する電気接点の数よりも少ないことを特徴とする請求項
１１に記載のアクセサリ。
【請求項１３】
　前記第２の電気接点は前記複数の電気接点の配列における端に配置されていることを特
徴とする請求項１乃至１２のいずれか一項に記載のアクセサリ。
【請求項１４】
　前記第３の電気接点は前記第４の電気接点の隣に配置されていることを特徴とする請求
項１乃至１３のいずれか一項に記載のアクセサリ。
【請求項１５】
　前記アクセサリは撮影光学系を有するレンズ装置であることを特徴とする請求項１乃至
１４のいずれか一項に記載のアクセサリ。
【請求項１６】
　前記アクセサリは、撮影光学系を有するレンズ装置と前記撮像装置の間に装着される中
間アクセサリであることを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか一項に記載のアクセサ
リ。
【請求項１７】
　前記マウント部は、前記撮像装置に設けられたマウント部とバヨネット結合を行うバヨ
ネット爪を有することを特徴とする請求項１乃至１６のいずれか一項に記載のアクセサリ
。
【請求項１８】
　前記複数の電気接点は、クロック信号を出力可能な電気接点と、
　前記クロック信号に同期してデータを送信可能な電気接点と、
　前記クロック信号に同期して送信されたデータを受信可能な電気接点と、を含むことを
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特徴とする請求項１乃至１７のいずれか一項に記載のアクセサリ。
【請求項１９】
　前記複数の電気接点は、
　前記撮像装置にレンズ装置が装着されたか否かを判定するために用いられる電気接点と
、
　前記撮像装置に装着されたレンズ装置の種類を判別するために用いられる電気接点と、
を含むことを特徴とする請求項１乃至１８のいずれか一項に記載のアクセサリ。
【請求項２０】
　前記ＣＭＯＳタイプの入出力インターフェースは、ＣＭＯＳロジック回路を有すること
を特徴とする請求項１乃至１９のいずれか一項に記載のアクセサリ。
【請求項２１】
　アクセサリが取り外し可能に装着され、前記アクセサリと通信可能な撮像装置であって
、
　複数の電気接点が配列されたマウント部を有し、
　前記複数の電気接点は、
　前記アクセサリに電力を供給するための第５の電気接点と、
　前記第５の電気接点のグラウンドレベルを定める第６の電気接点と、
　前記撮像装置と前記アクセサリとの間でデータを送受信するための第７の電気接点と、
前記第７の電気接点を用いた通信に関する所定のタイミングを通知するための第８の電気
接点と、
を含み、
　前記第７の電気接点はＣＭＯＳタイプの入出力インターフェースに接続されており、
　前記第８の電気接点はオープンタイプの出力インターフェースに接続されており、
　前記マウント部において前記第８の電気接点は前記第６の電気接点の隣に配置されてお
り、前記第７の電気接点は前記第８の電気接点を挟んで前記第６の電気接点とは反対側に
配置されていることを特徴とする撮像装置。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の撮像装置と、前記撮像装置に接続される請求項１乃至２０のいずれ
か一項に記載のアクセサリと、を有することを特徴とする撮像システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８４】
　電気接点３００４および電気接点４００４は、カメラ本体１００のＶＤＤ端子１００１
からレンズ装置３００に通信電力を供給するために用いられる端子である。中間アクセサ
リ装置４００においてＶＤＤ端子２００１は電気接点４００４までスルー配線されると共
に、中間アクセサリ装置４００内のアダプタ電源部４０３にも接続されている。アダプタ
電源部４０３はアダプタ制御部４０１およびアダプタ操作入力部に供給する電源として３
．０Ｖの電源を生成する。以下、電気接点３００４および電気接点４００４をＶＤＤ端子
３００４およびＶＤＤ端子４００４とも称する。なお、本実施形態において、ＶＤＤ端子
１００１によってレンズ装置２００に供給される電力の電圧は５．０Ｖである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】
　電気接点３００８および電気接点４００８は、カメラ本体１００とレンズ装置３００の
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通信制御系をグラウンドに接続するための端子である。つまり、ＶＤＤ端子に対応した接
地端子である。中間アクセサリ装置４００においてＤＧＮＤ端子２０１２は電気接点４０
０８までスルー配線されている。以下、電気接点３００８および電気接点４００８をＤＧ
ＮＤ端子３００８およびＤＧＮＤ端子４００８とも称する。
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